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ID.0038 

ID.0038 
短期入所サービスの 30 日超過分による全額自己負担日はどのように設
定するのか。 

    
メニュー名 

大分類 利用者一覧 中分類 利用票・提供票 小分類 ― 

Q 

     

短期入所サービスの 30 日超過分による全額自己負担日はどのように設定するのか。 

 

新

 

 

  

A 

   
① 短期入所サービスの予定行で、30 日超過による自己負担日となるセルをクリックします。 

② 表示が「①」に変わります。 

※加算がある場合、加算行についても 30 日超過日（「①」）を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 登録ボタンをクリックします。 

 

 加算行について、30 日超過の自己負担日の設定を行わない場合、保険給付対象で算定されます
のでご注意ください。 

 

 

   

補足 

   
 日付のセルをクリックするごとに「1」→「①」→空欄に変わります（対象サービス種類は次

ページの表参照）。 

 予定→実績ボタンで実績日に複写した場合、30 日超過日（「①」）も併せて複写されます。 
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【短期入所の 30 日超過日（①）が入力できるサービス種類】 

 

介護給付 

21：短期入所生活介護 

22：短期療養介護（老健） 

23：短期療養介護（医療） 

27：特定施設入居者生活介護（短期利用） 

28：地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用） 

38：認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

予防給付 

24：予防短期入所生活介護 

25：予防短期療養介護（老健） 

26：予防短期療養介護（医療） 

39：予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

 


